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特定行為研修の概要 
 

1．基本理念 

　すべての患者さんに対してその人格信条を尊重し、つねに“やさしさ”をもって診療に

専心する 

 

 

2．運営方針 

　1）患者さんの人格を尊重し、患者さんに信頼される医療を行います 

　2）地域医療支援病院として、地域医療の充実・発展に貢献します 

　3）高度急性期・急性期医療を担い、安全で質の高い医療を提供します 

　4）自治体病院として他の医療機関では対応が困難な政策医療を提供します 

　5）医療技術の向上を図り、優れた医療従事者を育成します 

　6）全職員が連携し、信頼し合う、明るく誇りの持てる「チーム市立札幌病院」をつく

ります 

　7）公営企業として健全な財政運営を図ります 

 

 

3．特定行為研修の基本理念 

特定行為研修は、チーム医療のキーパーソンである看護師が、患者及び市民並びに医師

及び歯科医師その他医療関係者から期待される役割を十分に担うため、医療安全に配慮

し、在宅を含む医療現場において、高度な臨床実践能力を発揮できるよう、自己研鑽を継

続する基盤を構築する 

 

 

 

4．研修の目的 

1）地域医療および高度医療の現場において、病態変化や疾患の迅速かつ包括的なアセ

スメントを行うための知識、技術、態度の基礎的な能力を養う 

2）患者の安全に配慮し、必要な特定行為を安全に実行できる能力を養う 

3）医師を含む多職種との連携において、協同し、患者の状態に合わせた医療・看護ケ

アを提供するための能力を養う 

4）医師又は歯科医師より手順書による指示を受け、実施の可否の判断、実施及び報告

の一連の流れを適切に行うための基礎的な実践能力を養う 

 

 

5．共通科目及び特定行為区分別科目の時間数、研修方法 

　研修は、共通で学ぶ「共通科目」と特定行為区分ごとに学ぶ「区分別科目」に分かれて

います。基本、院内において研修を受講していただきます。そのため、研修室、パソコ

ン、インターネット環境は完備しています。区分別科目の臨地実習も当院にて行います。 

1）共通科目 

科目名 時間数 研修方法 

臨床病態生理学 31時間 講義：e-ラーニング 

演習 

科目修了試験 

 



臨床推論 45時間 講義：e-ラーニング 

演習・実習 

科目修了試験 

フィジカルアセスメント 45時間 講義：e-ラーニング 

演習・実習 

科目修了試験 

臨床薬理学 45時間 講義：e-ラーニング 

演習 

科目修了試験 

疾病・臨床病態概論 41時間 講義：e-ラーニング 

演習 

科目修了試験 

医療安全学/特定行為実践 45時間 講義：e-ラーニング 

演習・実習 

科目修了試験 

※講義及び演習、実習は、全て学研メディカルサポートのe-ラーニングを中心とした研修

となります。演習・実習は対面での集合研修となります。 

 

２）区分別科目 

区分別科目 特定行為名 講義時間数 研修方法 症例数 

栄養及び水

分管理に係

る薬剤投与

関連 

持続点滴中の高カ

ロリー輸液の投与

量の調整 

16時間 

 

講義：e-ラーニング 

演習・実習 

修了試験 

5症例 

脱水症状に対する

輸液による補正 

5症例 

※講義及び演習は、学研メディカルサポートのe-ラーニングを中心とした研修となります。 

※臨地実習には、講義及び演習を履修し合格を経て臨むことができます。 

 

６．研修期間 

　第2期2026年 4月1日（水）～2027年3月31日（水）（1年間） 

第2期2026年10月1日（木）～2027年9月30日（木）（1年間） 

　※研修期間は原則1年（12か月）とし、在籍期間は2年（24か月）を限度とします。 

　※共通科目を履修後、区分別科目の受講を開始します。 

 

〈受講イメージ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7．研修場所 

　市立札幌病院　 

 

8．受講要件（以下のすべてを満たしていること） 

1）日本国内における看護師免許を有すること 

2）看護師の免許取得後、通算5年以上の実務経験を有すること 

3）日本看護協会等の看護師賠償責任保険に加入していること 

4）所属施設の病院長もしくは、看護部門の代表者の推薦を有すること 

 

※履修免除について 

他の特定行為研修指定研修機関で履修した科目について、本研修の学習内容に相当する

ものと特定行為管理委員会で認められる場合、「共通項目」に限り履修免除となることが

あります。ただし、「特定行為研修修了証（厚生労働省指定）」の交付から起算して2年

以内を対象とします。 

出願時に書類の提出が必要となります。希望される方は、出願前に問い合わせ先までご

連絡ください。 

　共通科目の履修免除が認められた場合、研修受講開始は第2期が2026年9月1日から、第3

期が2027年4月1日からとなり、受講期間は半年間となります。 

 

9．募集定員 

　　第2期4名程度（院内職員より募集）、第3期4名（院外からの募集開始） 

 

10.研修修了要件 

　1）共通科目を履修し、当該科目に必要な時間数を満たしたうえで、各科目修了試験に

合格すること 

2）共通科目履修後、区分別科目を履修し、当該科目に必要な時間数を満たしたうえ

で、科目修了試験及び実習評価に合格すること 

3）特定行為管理委員会の修了判定において修了が認定されること 

※特定行為研修修了が認定された者には、修了証を交付し、研修修了者の名簿を厚生

労働省に提出します。 

 

11．応募方法 

1）募集期間 

第2期　2026年1月5日(月)～2026年1月30日(金)必着 

第3期　2026年6月1日(月)～2026年6月30日(火)必着 

 

　2）申請書類 

　(1)受講申請書 

　(2)履歴書 

　(3)推薦書 

　(4)志望理由書 

　(5)個人情報の取扱いに関する同意書  

　(6)看護師免許証の写し 

　(7)認定看護師、専門看護師の資格を有する場合は、認定証の写し 

※すべてA4サイズで提出すること 

　※申請書類は、ホームページからダウンロードしてください 

　※当院職員の方は、院内選考のため提出用紙が異なります。詳しくは、募集案内のポス

　　ターまたは、ホームページを参照ください 

 



 

　3）書類提出先 

　〒060-8604 

　札幌市中央区北11条西13丁目1番1号 

　市立札幌病院　看護部管理室　特定行為担当宛て 

 

　※郵送（レターパック）もしくは、直接持参してください 

　※備考欄に「看護師特定行為研修応募書類」と記載してください 

 

4）選考方法 

書類審査 

 

5）選考結果 

第2期は令和8年2月末までに文書にて通知いたします 

第3期は令和8年8月上旬までに文書にて通知いたします 

※電話やFAX等での合否の問い合わせには対応できませんので、ご了承ください 

 

12.受講手続と受講費用 

　1)受講手続きについて 

　　受講手続き詳細については、以下2)及び13を参照してください 

　　なお、受講料振込の詳細は、選考結果通知の際にお知らせします 

 

2)受講料 

（単位：円） 

　※研修受講料は共通科目と区分別科目の合計金額となります 

　※上記の他、必要に応じて教材等経費が別途必要になる場合があります 

　※研修のための宿泊及び交通費等は各自負担になります 

　※本院の受講生においては、免除となります 

 

13.その他 

　1)提出された書類は、返還できません 

　2)お振込みいただいた受講料については、返金できません 

　3)研修室でe-ラーニングを視聴するためのパソコンは当院で準備します 

 

14.個人情報の取扱いについて 

個人情報については、当院の看護師特定行為研修及びこれらに付随する事項のみに利用し、

他の目的には利用しません 

 

 

 

費目 受講料 

共 通 科 目 400,000円 

区 

分 

別 

科 

目 

 

1 

 

栄養及び水分管理に 

係る薬剤投与関連 

持続点滴中の高カロリー輸液

の投与量の調整 

 

50,000円 

脱水症状に対する輸液による

補正 



 

 

【交通アクセス】 

・JR利用の場合 

　　　JR桑園駅で下車し徒歩3分 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バスを利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


